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固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１

日
現
在
の
土
地
・
家
屋
・
償
却
資

産
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
る
地
方

税
で
す
。

○
土
地
・
家
屋
の
評
価

　
土
地
に
つ
い
て
は
、
地
価
公
示

価
格
等
の
７
割
程
度
（
相
続
税
は

８
割
程
度
）
を
評
価
額
と
し
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
、
土
地
の
課
税

額
は
地
価
公
示
価
格
等
に
よ
り
ま

す
。
　
家
屋
に
つ
い
て
は
、
国
が
示
す

「
固
定
資
産
評
価
基
準
」
に
基
づ

き
同
一
の
評
価
方
法
で
行
っ
て
い

ま
す
。

　
土
地
・
家
屋
の
評
価
は
３
年
ご

と
に
見
直
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
評
価
替
え
と
い
い
、
次
の

評
価
替
え
は
２
０
１
２
年
度
に
行

わ
れ
ま
す
。

○
固
定
資
産
税
の
税
額

　
固
定
資
産
税
の
税
額
は
、
課
税

標
準
額
×
税
率
（
１
・
４
％
）
で

計
算
さ
れ
ま
す
。
こ
の
課
税
標
準

額
は
、
固
定
資
産
の
価
格
（
評
価

額
）
と
本
来
同
じ
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
課
税
標
準
の
特
例

措
置
等
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
低

く
な
り
ま
す
。

　
税
率
は
、
町
田
市
を
含
む
ほ
と

ん
ど
の
市
町
村
で
１
・
４
％
を
採

用
し
て
い
ま
す
。

○
償
却
資
産
と
は

　
会
社
や
個
人
で
事
業
を
行
っ
て

い
る
方
が
、
そ
の
事
業
の
た
め
に

使
用
す
る
機
械
や
器
具
、
備
品
等

の
こ
と
で
す
。

　
事
業
者
が
毎
年
１
月
末
日
ま
で

に
償
却
資
産
の
内
容
を
市
町
村
に

申
告
し
、
そ
れ
を
基
に
課
税
さ
れ

ま
す
。

　
新
た
に
事
業
を
始
め
た
方
な
ど

で
、
所
有
す
る
資
産
が
申
告
の
対

象
と
な
る
か
ど
う
か
不
明
な
場
合

は
、
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

問
資
産
税
課
辺辺
７
２
４
・
２
１
１

９
返
７
２
４
・
１
１
７
８

市
役
所
で
も
期
間
限
定
販
売
外

問
産
業
観
光
課
　
辺辺
７
２
４
・
２
１
２
９

町
田
商
工
会
議
所
会
館
等
で
販
売
中
で
す
。

９
月
　
日
～
　
月
４
日
（
平
日
の
み
）
は
市
役
所
本
庁
舎
１
階
市
民
フ
ロ
ア
で
も

９

０

 第
　
回
町
田
市
菊
花
展

１８一
般
出
品
を
募
集
し
ま
す

　
ご
自
分
で
育
て
た
菊
を
展
示
し

て
み
ま
せ
ん
か
。
会
期
は
　
月
１

１１

日
（
火
）
～
８
日
（
火
）
で
す
。

対
市
内
在
住
で
、
会
場
ま
で
作
品

を
自
力
で
搬
入
・
搬
出
で
き
る
方

※
作
品
の
搬
入
は
　
月
　
日
の
午

１０

３１

前
中
に
行
い
ま
す
。

場
薬
師
池
公
園
芝
生
広
場

出
品
作
品
盆
養
、
盆
栽
、 懸
  崖
 、

け
ん
 が
い

ダ
ル
マ
作
り
、
福
助
作
り
、
切
花

（
出
品
規
定
有
り
、
作
品
は
全
て

審
査
対
象
）

申
申
込
書
（
公
園
緑
地
課
に
有

り
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、　１０

月
　
日
ま
で
（
必
着
）
に
直
接
、

２０
郵
送
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
町
田
市
菊

花
展
実
行
委
員
会
（
〒
　
―
０
０

１９４

３
３
、
木
曽
町
２
１
８
５
―
１
、

公
園
緑
地
課
内
、
辺辺
７
９
３
・
７

　
月
４
日
（
火
）
＝
忠
生
市
民
セ
ン
タ
ー

１０　
月
６
日
（
木
）
＝
堺
市
民
セ
ン
タ
ー

１０　
月
　
日
（
火
）
＝
鶴
川
市
民
セ
ン
タ
ー

１０

１１

　
月
　
日
（
火
）
＝
な
る
せ
駅
前
市
民
セ
ン
タ
ー

１０

１８

　
月
　
日
（
木
）
＝
南
市
民
セ
ン
タ
ー

１０

２０

　
月
　
日
（
火
）
＝
小
山
市
民
セ
ン
タ
ー

１０

２５

出張
教育相談

　
不
登
校
、
非
行
、
勉
強
や
進
路

の
悩
み
、
親
と
子
の
関
係
な
ど
で

お
困
り
の
方
は
、
お
気
軽
に
ご
相

談
下
さ
い
。
秘
密
は
厳
守
し
ま

す
。

時
間
午
前
　
時
～
正
午

１０

申
事
前
に
電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で

教
育
セ
ン
タ
ー
（
辺辺
７
９
２
・
６

５
４
６
返
７
９
１
・
０
３
５
９
）

へ
。
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６
１
１
返
７
９
３
・
７
６
１
７
）

へ
。

募
集
し
ま
す

家
庭
的
保
育
者

　
市
内
在
住
の
、
保
護
者
が
勤
め

て
い
る
な
ど
の
理
由
で
保
育
に
あ

た
れ
な
い
家
庭
に
代
わ
っ
て
、
生

後
８
週
間
以
上
３
歳
未
満
の
児
童

３
人
（
補
助
者
が
い
る
場
合
は
５

人
）
を
居
宅
等
で
預
か
っ
て
保
育

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
保
育
時
間

は
午
前
７
時
～
午
後
６
時
の
う
ち

の
８
時
間
（
原
則
）
で
す
。

開
始
日
　
月
１
日
か
ら

１２

主
な
要
件
①
市
内
に
居
住
す
る
心

身
健
全
な
　
歳
～
　
歳
（
　
歳
に

２５

６１

６２

達
し
た
年
度
の
３
月
　
日
ま
で
を

３１

含
む
）
で
あ
る
②
保
育
士
、
看
護

師
、
保
健
師
、
助
産
師
、
教
員
い

ず
れ
か
の
資
格
を
有
し
、
か
つ
、

保
育
経
験
が
あ
る
③
現
在
６
歳
未

満
の
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
な
い

※
そ
の
他
設
備
等
に
関
す
る
要
件

が
あ
り
ま
す
。

募
集
地
域
小
山
ヶ
丘
、
小
山
町
、

相
原
町
を
除
く
市
内
全
域

募
集
人
員
２
人
（
審
査
有
り
）

※
説
明
会
を
９
月
　
日
午
後
１
時

２８

　
分
か
ら
森
野
分
庁
舎
第
三
会
議

３０室
で
行
い
ま
す
。
希
望
者
は
９
月

　
日
ま
で
に
お
申
し
込
み
下
さ

２７い
。

申
・
問
子
育
て
支
援
課
辺辺
７
２
４

・
２
１
３
８

町
田
市
フ
ォ
ト
サ
ロ
ン
の

指
定
管
理
者
募
集

対
象
施
設
町
田
市
フ
ォ
ト
サ
ロ
ン

（
野
津
田
町
３
２
７
２
、
薬
師
池

公
園
内
）

指
定
期
間
５
年
間
（
２
０
１
２
年

４
月
１
日
～
２
０
１
７
年
３
月
　３１

日
）

※
募
集
要
項
は
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

【
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
】

日
　
月
３
日
（
月
）
午
後
２
時
～

１０
４
時

場
森
野
分
庁
舎

申
事
前
に
電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で

文
化
振
興
課
（
辺辺
７
２
４
・
２
１

８
４
返
７
２
４
・
４
０
４
４
）
へ
。

町
田
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー

子
育
て
の
お
手
伝
い

を
し
て
み
ま
せ
ん
か

　
援
助
会
員
・
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

【
保
育
サ
ポ
ー
ト
講
習
会
】

　
下
表
の
日
程
で
行
い
ま
す
。
講

習
会
修
了
後
、
同
セ
ン
タ
ー
の

「
援
助
会
員
」
と
し
て
登
録
し
、

活
動
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

対
市
内
在
住
で
満
　
歳
以
上
の
保

２０

育
サ
ポ
ー
ト
が
で
き
る
方

※
妊
婦
の
方
は
、
母
体
と
胎
児
の

安
全
の
た
め
受
講
を
ご
遠
慮
下
さ

い
。

※
初
日
に
会
員
証
に
貼
付
す
る
写

真
（
縦
３
㎝
×
横
２
・
５
㎝
、
裏

面
に
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
記
名
、
６
か

月
以
内
撮
影
）
を
お
持
ち
下
さ

い
。

定
普
通
救
命
講
習
会
＝
　
人
、
そ

３０

れ
以
外
＝
　
人
（
申
し
込
み
順
）

４５

申
　
月
　
日
ま
で
に
電
話
ま
た
は

１０

１３

Ｆ
Ａ
Ｘ
で
同
セ
ン
タ
ー（
辺辺
返
７

２
４
・
０
９
０
１
）
へ
。
保
育
希

望
者
（
３
歳
以
上
、
各
回
４
人
、

全
日
程
出
席
者
優
先
、「
入
会
説

明
会
」
と
　
月
　
日
は
除
く
）
は

１０

２４

併
せ
て
申
し
込
み
を
。

町
田
市
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

活
動
報
告
会

　
直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ
い
。

日
　
月
５
日
（
水
）
午
後
１
時
～

１０
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【
医
療
証
を
郵
送
し
ま
す
】

　
有
効
期
間
が
２
０
１
１
年
９
月

　
日
ま
で
の
碓乳 
・
碓子 
医
療
証
を
お

３０持
ち
の
方
で
、　
月
１
日
以
降
も

１０

資
格
が
継
続
と
な
っ
た
方
、
申
請

に
よ
り
新
た
に
　
月
１
日
か
ら
医

１０

療
証
の
資
格
を
持
つ
こ
と
が
で
き

た
方
に
、
９
月
末
に
医
療
証
を
お

送
り
し
ま
す
。
ま
た
、
所
得
超
過

の
た
め
、　
月
１
日
か
ら
の
碓子 
医

１０

療
証
の
資
格
を
持
て
な
か
っ
た
方

に
は
、「
資
格
消
滅
通
知
書
」
を

お
送
り
し
ま
し
た
。

　
９
月
末
ま
で
に
医
療
証
ま
た
は

通
知
書
が
届
か
な
か
っ
た
場
合
は

ご
連
絡
下
さ
い
。

※
碓親 
医
療
証
の
有
効
期
間
は
２
０

１
１
年
　
月
　
日
ま
で
で
す
。
医

１２

３１

療
証
の
更
新
は
　
月
末
に
行
い
ま

１２

す
。

【
該
当
と
思
わ
れ
る
方
は
申
請

を
】
　
碓乳 
・
碓子 
医
療
証
ま
た
は
碓親 
医
療

証
を
現
在
お
持
ち
で
な
い
方
で
、

制
度
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方

は
、
交
付
申
請
の
手
続
き
を
し
て

下
さ
い
。
各
制
度
の
概
要
は
左
表

の
と
お
り
で
す
。

　
碓子 
医
療
証
は
保
護
者
の
、
碓親
 
医

療
証
は
保
護
者
及
び
同
居
し
て
い

る
親
族
の
所
得
制
限
が
あ
り
ま

す
。

※
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
方

は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

問
子
ど
も
総
務
課
辺辺
７
２
４
・
２

１
３
９
返
７
２
４
・
１
１
８
９

医療証の
更新を行います
医療証の
更新を行います

子どもの医療費助成制度子どもの医療費助成制度

３
時

場
町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

内
認
知
症
専
門
医
の
講
演
、
市
内

の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
職
員
に
よ
る

事
例
紹
介
と
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
、
利
用
者
に
よ
る
活
動
報
告

問
介
護
保
険
課
辺辺
７
２
１
・
３
１

３
６

  
消
費
者
月
間
講
演
会

【
江
戸
に
学
ぶ
食
・
く
ら
し
の
知

恵
～
今
こ
そ
見
直
そ
う
現
代
の
生

活
】

対
市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の
方

日
　
月
　
日
（
金
）
午
前
　
時
～

１０

２１

１０

正
午

場
町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

講
東
京
家
政
学
院
大
学
名
誉
教
授

・
江
原
絢
子
氏

定
１
８
８
人
（
申
し
込
み
順
）

申
住
所
（
町
名
の
み
）・
氏
名
・

電
話
番
号
を
明
示
し
、
９
月
　
日
２１

正
午
～
　
月
　
日
に
電
話
で
イ
ベ

１０

１８

ン
ト
ダ
イ
ヤ
ル
（
辺辺
７
２
４
・
５

６
５
６
）
へ
。
保
育
希
望
者
（
１

歳
～
就
学
前
、
人
数
に
限
り
有

り
）、
親
子
室
希
望
者
（
１
歳
未

満
の
乳
児
と
そ
の
保
護
者
１
人
、

申
し
込
み
順
に
３
組
）
は
併
せ
て

申
し
込
み
を
。

問
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
辺辺
７
２
５

・
８
８
０
５
返
７
２
２
・
４
２
６

３

ご
参
加
を

ご
参
加
を

ご
参
加
を

保育サポート講習会　日程表
会場内容時間期日

町田市民フォ
ーラム

入会説明会午前１０時～正午
１０月１８日（火）

心・体の発育と病気午後１時～３時
子どもの世話と遊び午前１０時～正午

１０月２０日（木）
保育の心午後１時～３時
子どもの食事午前１０時～正午１０月２１日（金）

健康福祉会館普通救命講習
費１４００円午後１時～４時

１０月２４日（月）
１０月２７日（木）
※「普通救命講習」は１０月２４日、２７日のいずれか１回の受講となりま
す。当日は運動しやすい服装でおいで下さい（スカート不可）。

各医療費助成制度の概要
助成内容※２所得制限対　象制度名

自己負担無し無し２００５年４月２日以降
生まれの乳幼児

乳幼児医療費
助成制度碓乳 

通院＝自己負担
の上限２００円（１
回につき）、入院
・調剤＝自己負
担無し

有り
１９９６年４月２日～
２００５年４月１日生ま
れの義務教育就学児

義務教育就学
児医療費助成
制度碓子 

非課税世帯＝自
己負担無し、課
税世帯＝１割負
担（２割助成）

有り
※１

１９９３年４月２日以降
生まれの児童のいる
ひとり親家庭及びひ
とり親に準ずる家庭
（児童に一定の障が
いがある場合の例外
有り）

ひとり親家庭
等医療費助成
制度碓親 

※１受給資格者及び同居している親族の所得で審査を行います
（受け取っている養育費の８０％も所得に加算）
※２保険診療以外の医療費や、入院時の食事療養標準負担額は対
象となりません。

その他の医療費助成制度
申請には医師による意見書（子ども総務課に有り）が必要です。

対　象制度名
満18歳未満で身体上の機能障がいがあ
り、手術等の治療後に機能の回復が見込
まれる方

育成医療

満18歳未満で腎疾患・心疾患・先天性代
謝異常等の特定の慢性疾患の方小児慢性疾患

東京都に1年以上居住している、気管支
ぜんそく・慢性気管支炎・ぜんそく性気
管支炎・肺気しゅの方（気管支ぜんそく
に年齢制限は無し、その他の疾病の場合
は満18歳未満の方）

大気汚染医療費助成

江原絢子氏
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